
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

児童ポルノ製造を行った職員の懲戒処分を行いました。 
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１ 処分日  
 

 令和８年（2026年）２月６日（金） 

 
 
 

 ２ 被処分者・処分内容等 
 

所属部局等 処分内容 処 分 理 由 

 

企業局 

現地機関 

主事 

25歳 

男性 

 

懲戒免職 

 

令和６年８月29日、18歳に満たない児童に対し、同児童が18歳

に満たないことを知りながら、児童ポルノを製造した。 

また、同９月３日にも、同児童と性交し、児童ポルノを製造し

た。 

これらの行為により、令和８年１月23日、児童買春、児童ポル

ノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法

律違反により、東京地方裁判所から罰金50万円の判決を受けた。 

 

 

長野県（企業局）プレスリリース  令和８年（2026 年）２月６日 

 
職員の懲戒処分を行いました 

（問合せ先） 

担 当  経営推進課  小林、篠原 
電 話  026-235-7371（直通） 

026-232-0111（代表） 内線 3911 
F A X  026-235-7388 
E-mail kigyo@pref.nagano.lg.jp 


